
付 議 第 ８ 号

高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に関する

規則の一部を改正する規則議案

高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に関する規則（昭和

48 年教育委員会規則第６号）の一部を別紙のとおり改正することについて、議

決を求めます。

高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4年教育委員会規則第１号）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(３)規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。
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高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に関する

規則の一部を改正する規則議案説明

１ 一部改正の目的と内容

県立高等学校振興再編計画・前期実施計画では、産業系の専門高校におい

て、教育内容の見直しを行い、先進的な産業に対応するための基盤となる学

科を中心に置く学科改編について検討し、学科改編等が決定した学校から順

次、新学科や教育課程等についての準備や周知をした上で、新学科の設置や

新教育課程を開始することとしている。

このことに伴い、令和９年度から高知東工業高等学校の全日制の課程の工業

に関する学科「電子機械科」及び「機械生産システム科」から工業に関する学

科「電気機械科」に、須崎総合高等学校の全日制の課程の工業に関する学科「電

気情報系学科」及び「システム工学系学科」から工業に関する学科「電気建設

系学科」に、幡多農業高等学校の全日制の課程の農業に関する学科「園芸シス

テム科」、「アグリサイエンス科」、「グリーン環境科」及び「生活コーディネー

ト科」から農業に関する学科「アグリクリエイト科」及び「ライフクリエイト

科」に、宿毛工業高等学校の全日制の課程の工業に関する学科「電気科」及び

「情報技術科」から工業に関する学科「電気情報科」に学科改編を行うもので

ある。

２ 施行期日

令和９年４月１日とする。

別紙
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

教 育 委 員 会 規 則

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 立 高 等 学 校 の 分 校 並 び に 課 程 、 学 科 及 び 科 の 設 置 に 関 す

る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ８ 年 月 日

高 知 県 教 育 長 今 城 純 子

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

高 知 県 立 高 等 学 校 の 分 校 並 び に 課 程 、 学 科 及 び 科 の 設 置

に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 立 高 等 学 校 の 分 校 並 び に 課 程 、 学 科 及 び 科 の 設 置 に 関 す

る 規 則 （ 昭 和 48年 高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

本 則 の 表 高 知 県 立 高 知 東 工 業 高 等 学 校 の 項 中 「 電 子 機 械 科 機

械 生 産 シ ス テ ム 科 」 を 「 電 気 機 械 科 」 に 改 め 、 同 表 高 知 県 立 須 崎

総 合 高 等 学 校 の 項 中 「 電 気 情 報 系 学 科 シ ス テ ム 工 学 系 学 科 」 を

「 電 気 建 設 系 学 科 」 に 改 め 、 同 表 高 知 県 立 幡 多 農 業 高 等 学 校 の 項

中 「 園 芸 シ ス テ ム 科 ア グ リ サ イ エ ン ス 科 グ リ ー ン 環 境 科 生

活 コ ー デ ィ ネ ー ト 科 」 を 「 ア グ リ ク リ エ イ ト 科 ラ イ フ ク リ エ イ

ト 科 」 に 改 め 、 同 表 高 知 県 立 宿 毛 工 業 高 等 学 校 の 項 中 「 電 気 科

情 報 技 術 科 」 を 「 電 気 情 報 科 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 高 知 県 立 高 等 学 校 の 分 校 並 び に 課

程 、 学 科 及 び 科 の 設 置 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ り 設 置 さ れ た 高

知 県 立 高 知 東 工 業 高 等 学 校 の 全 日 制 の 課 程 の 電 子 機 械 科 及 び 機

械 生 産 シ ス テ ム 科 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 高 知 東 工 業 高 校 電 子

機 械 科 及 び 機 械 生 産 シ ス テ ム 科 」 と い う 。 ） 、 高 知 県 立 須 崎 総

合 高 等 学 校 の 全 日 制 の 課 程 の 電 気 情 報 系 学 科 及 び シ ス テ ム 工 学

系 学 科 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 須 崎 総 合 高 校 電 気 情 報 系 学 科 及

び シ ス テ ム 工 学 系 学 科 」 と い う 。 ） 、 高 知 県 立 幡 多 農 業 高 等 学

校 の 全 日 制 の 課 程 の 農 業 に 関 す る 学 科 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 幡 多 農 業 高 校 園 芸 シ ス テ ム 科 、 ア グ リ サ イ エ ン ス 科 、 グ リ ー

ン 環 境 科 及 び 生 活 コ ー デ ィ ネ ー ト 科 」 と い う 。 ） 並 び に 高 知 県

立 宿 毛 工 業 高 等 学 校 の 全 日 制 の 課 程 の 電 気 科 及 び 情 報 技 術 科

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 宿 毛 工 業 高 校 電 気 科 及 び 情 報 技 術 科 」

と い う 。 ） は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 高 知 県 立 高 等 学 校 の 分

校 並 び に 課 程 、 学 科 及 び 科 の 設 置 に 関 す る 規 則 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 令 和 11年 ３ 月 31日 に 高 知 東 工 業 高 校 電 子 機 械 科 及 び 機 械

生 産 シ ス テ ム 科 、 須 崎 総 合 高 校 電 気 情 報 系 学 科 及 び シ ス テ ム 工

学 系 学 科 、 幡 多 農 業 高 校 園 芸 シ ス テ ム 科 、 ア グ リ サ イ エ ン ス

科 、 グ リ ー ン 環 境 科 及 び 生 活 コ ー デ ィ ネ ー ト 科 並 び に 宿 毛 工 業

高 校 電 気 科 及 び 情 報 技 術 科 に 在 学 す る 者 が 高 知 東 工 業 高 校 電 子

参考資料１
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機 械 科 及 び 機 械 生 産 シ ス テ ム 科 、 須 崎 総 合 高 校 電 気 情 報 系 学 科

及 び シ ス テ ム 工 学 系 学 科 、 幡 多 農 業 高 校 園 芸 シ ス テ ム 科 、 ア グ

リ サ イ エ ン ス 科 、 グ リ ー ン 環 境 科 及 び 生 活 コ ー デ ィ ネ ー ト 科 並

び に 宿 毛 工 業 高 校 電 気 科 及 び 情 報 技 術 科 に 在 学 し な く な る ま で

の 間 、 な お 存 続 す る も の と す る 。

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

◎ 高 知 県 立 高 等 学 校 の 分 校 並 び に 課 程 、 学 科 及 び 科 の 設 置 に 関

す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
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新 旧 対 照 表

新

高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に

関する規則（抜粋）

旧

高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に

関する規則（抜粋）

県立高等学校にそれぞれ次の分校並びに課程、学科及び科を置

く。

県立高等学校にそれぞれ次の分校並びに課程、学科及び科を置

く。

学校 本・分校 課程 学科及び科

略

高知県立

高知東工

業高等学

校

本校 全日制の課程

定時制の課程

工業に関する学科

機械科 電子科

電気機械科

工業に関する学科

機械科

略

高知県立

須崎総合

高等学校

本校 全日制の課程

定時制の課程

普通科

工業に関する学科

機械系学科

電気建設系学科

普通科

略

高知県立

幡多農業

高等学校

本校 全日制の課程 農業に関する学科

アグリクリエイト科

ライフクリエイト科

略

学校 本・分校 課程 学科及び科

略

高知県立

高知東工

業高等学

校

本校 全日制の課程

定時制の課程

工業に関する学科

機械科 電子科

電子機械科

機械生産システム科

工業に関する学科

機械科

略

高知県立

須崎総合

高等学校

本校 全日制の課程

定時制の課程

普通科

工業に関する学科

機械系学科

電気情報系学科

システム工学系学科

普通科

略

高知県立

幡多農業

高等学校

本校 全日制の課程 農業に関する学科

園芸システム科

アグリサイエンス科

グリーン環境科

生活コーディネート科

略

参考資料２
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備考 略 備考 略

高知県立

宿毛工業

高等学校

本校 全日制の課程 工業に関する学科

機械科 建設科

電気情報科

高知県立

宿毛工業

高等学校

本校 全日制の課程 工業に関する学科

機械科 建設科

電気科 情報技術科
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高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に関する規則の一部改正の概要

高知東工業高等学校の学科改編について

１ 学科名

２ スクール・ミッション

先端機器を活用したものづくり教育を通して、工業分野の高度な知識や技術を習得

し、基幹産業の発展に貢献できる技術者を育成します。

３ 改編後（新設）の学科の目標

これまで設置してきた工業の基幹産業である機械系学科、電子・電気系学科を継承

する。

ものづくり教育を発展させるとともに、高度なデジタル人材を育成し、地域企業等

と連携して社会性、専門性を高め、世界を相手に活躍できる工業技術者を輩出する。

４ 改編後（新設）の学科の教育内容

実習や選択科目で、電気と機械に分野分けをした専門学習を行う。実習内容はロボッ

ト実習やＦＭＳ（多品種少量生産を自動化する生産システム）を活用し、デジタル人材

の育成につなげる。電子科は弱電、電気機械科の電気分野は強電の位置づけを明確にす

る。

また、高知東工業高等学校の特色である工業の機械系、電子・電気系の分野は、グ

ローバルに展開していることから、世界でも活躍できる工業技術者の育成のため、リ

スニング英語検定の資格取得を推進する。

さらに、韓国の柳韓（ユハン）工業高等学校との交流を活性化させるなど、世界で

活躍する人材を育成するための教育活動の充実を図る。

現行の学科 学科名

工業に関する学科

電子機械科 機械生産システム科

改編後の学科 学科名

（令和９年度から） 工業に関する学科

電気機械科

高知県立高知東工業高等学校の学科について、令和９年度から現在の工業に関する

学科である「電子機械科」及び「機械生産システム科」を募集停止し、「電気機械科」

に改編する。

【経過措置】

現行の電子機械科及び機械生産システム科は、改正後の規則の規定にかかわらず、

電子機械科及び機械生産システム科に令和 11 年３月 31 日に在学する者が、電子機械

科及び機械生産システム科に在学しなくなるまでの間、なお存続するものとする。

参考資料３
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高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に関する規則の一部改正の概要

須崎総合高等学校の学科改編について

１ 学科名

２ スクール・ミッション（工業に関する学科）

ものづくり教育や地域と連携した取組を通して、工業の専門的な知識・技術を身に付

け、地域に貢献できる技術者を育成します。

３ 改編後（新設）の学科の目標

ビックデータ活用などの先端技術は、工業の各分野で必要不可欠なものとなってい

ることから、これを工業教育の変革期ととらえ、デジタル人材を育成する。

また、全ての専攻で機械制御の学びを取り入れるなど、工業の各分野を横断する先進

的な技術を習得することで、地域企業などの産業現場で即戦力となる人材を育成する。

４ 改編後（新設）の学科の教育内容

（１）電気情報専攻

・実習や選択科目で電気と情報に分野分けした教育を行う。

・情報選択生徒を中心とし、学校全体でデジタル人材を育成する

（２）建設専攻

・実習や選択科目で土木と建築に分野分けした教育を行う。

・土木分野と建築分野それぞれの人材需要に応えるため、各分野の専門的な学習内

容を深める。

現行の学科 学科名

工業に関する学科

電気情報系学科

（電気専攻、電子情報専攻）

システム工学系学科

（機械制御専攻、住環境専攻）

改編後の学科 学科名

（令和９年度から） 工業に関する学科

電気建設系学科（電気情報専攻、建設専攻）

高知県立須崎総合高等学校の学科について、令和９年度から現在の工業に関する学

科である「電気情報系学科（電気専攻、電子情報専攻）」及び「システム工学系学科（機

械制御専攻、住環境専攻）」を募集停止し、「電気建設系学科（電気情報専攻、建設専

攻）」に改編する。

【経過措置】

現行の電気情報系学科及びシステム工学系学科は、改正後の規則の規定にかかわら

ず、電気情報系学科及びシステム工学系学科に令和 11 年３月 31 日に在学する者が、

電気情報系学科及びシステム工学系学科に在学しなくなるまでの間、なお存続するも

のとする。
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高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に関する規則の一部改正の概要

幡多農業高等学校の学科改編について

１ 学科名

２ スクール・ミッション

次世代農業に向けた取組や地域と連携した教育活動を通して、実践力や豊かな人間

性を育み、地域産業の持続的な発展を担う人材を育成します。

３ 改編後（新設）の学科の目標

アグリクリエイト科：３つの専攻それぞれの学びを通して、地域社会における６次産

業化や企業参入等による活性化など、地域社会の健全で持続

的な発展に主体的に寄与しようとする産業人や、技術者とし

て必要な能力及び実践的な態度を育成する。

ライフクリエイト科：「衣・食・住・福祉・農」に係る知識と技術を総合的に学ぶと

ともに、地域貢献活動等を通して課題を見つけ、解決する力を

養い、人々の暮らし全体を創造しようとする能力や実践的な

態度を育成する。

４ 改編後（新設）の学科の教育内容

高等学校学習指導要領において農業科の目標として示されている「農業の見方・考え

方を働かせ、実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して、農業や農業関連産業

を通じ、地域や社会の健全で持続的な発展を担う職業人として必要な資質・能力を育成

することを目指す」という目標に関連させた学習を実践する。

（１）持続可能で多様な環境に対応した学習の充実

（２）６次産業化や企業参入等に対応した経営感覚の醸成をはかるための学習の充実

（３）農業の持つ多面的な特質を学習内容とした地域資源に関する学習の充実

現行の学科 学科名

農業に関する学科

園芸システム科 アグリサイエンス科 グリーン環境科 生活コーディネート科

改編後の学科 学科名

（令和９年度から） 農業に関する学科

アグリクリエイト科（園芸専攻、畜産専攻、森林専攻） ライフクリエイト科

高知県立幡多農業高等学校の学科について、令和９年度から現在の農業に関する学

科である「園芸システム科」、「アグリサイエンス科」、「グリーン環境科」及び「生活

コーディネート科」を募集停止し、「アグリクリエイト科（園芸専攻、畜産専攻、森林

専攻）」及び「ライフクリエイト科」に改編する。

【経過措置】

現行の園芸システム科、アグリサイエンス科、グリーン環境科及び生活コーディネート

科は、改正後の規則の規定にかかわらず、園芸システム科、アグリサイエンス科、グリー

ン環境科及び生活コーディネート科に令和 11 年３月 31 日に在学する者が、園芸システム

科、アグリサイエンス科、グリーン環境科及び生活コーディネート科に在学しなくなるま

での間、なお存続するものとする。

９



高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に関する規則の一部改正の概要

宿毛工業高等学校の学科改編について

１ 学科名

２ スクール・ミッション

ものづくり教育や地域貢献活動を通して、工業分野の専門性の高いスキルや協働す

る力を身に付け、地域の産業振興に寄与する技術者を育成します。

３ 改編後（新設）の学科の目標

デジタルトランスフォーメーションや IoT 化の進展に対応し、幡多地域をはじめと

する高知県の産業界を、「電気」と「情報」の両面から支えることができる、実践的な

知識と技術を身につけた専門的職業人を育成する。

地域産業の基盤を支える即戦力となる技術者の輩出とあわせて、専門学校や大学等

へ進学してさらに専門性を高め、将来的に社会のＤＸ化を推進できる高度な技術者の

育成を目指す。

４ 改編後（新設）の学科の教育内容

（１）電気情報科 電気専攻

専門的な電気工学（電気基礎、電力技術、電気工事等）を体系的に学び、必要な国家

資格（例：第一種・第二種電気工事士）の取得を強力に推進する。

工業技術基礎、電気機器、電気回路、電力技術などの基礎となる科目に、現代のエネ

ルギー問題や制御技術（シーケンス制御など）に対応した内容を組み込む。

（２）電気情報科 情報技術専攻

専門的な情報技術（プログラミング技術、ネットワーク技術、データベース等）を深

く学び、国家試験（例：ＩＴパスポート、基本情報技術者試験）に対応する。

工業技術基礎、情報技術実習、プログラミング技術、コンピュータシステム技術など

の基礎となる科目に加え、ＡＩ・データ活用、セキュリティ技術などに対応した内容を

組み込む。

現行の学科 学科名

工業に関する学科

電気科 情報技術科

改編後の学科 学科名

（令和９年度から） 工業に関する学科

電気情報科（電気専攻、情報技術専攻）

高知県立宿毛工業高等学校の学科について、令和９年度から現在の工業に関する学

科である「電気科」及び「情報技術科」を募集停止し、「電気情報科（電気専攻、情報

技術専攻）」に改編する。

【経過措置】

現行の電気科及び情報技術科は、改正後の規則の規定にかかわらず、電気科及び情

報技術科に令和 11 年３月 31 日に在学する者が、電気科及び情報技術科に在学しなく

なるまでの間、なお存続するものとする。
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NO ご意見に対する考え方

1

　今回の学科改編については、令和７年３月に策定しました「県立高等学校振興
再編計画」（令和７年度～令和14年度）に基づき実施するものです。
　当該計画においては、入学定員について段階的に見直しを行い、学科改編やグ
ループ別、地域ごとの状況等を踏まえ、本計画期間である令和14年度までに、令
和６年度と比較して少なくとも全日制で1,200人以上減らし、入学定員と入学者
数との乖離の改善を図ることとしています。
　また、当該計画では、産業系の専門学科について、全ての学校において教育内
容の見直しを行い、先進的な産業に対応するための基盤となる学科を中心に置く
学科改編について検討の上、令和９年度以降、順次、新学科の設置や新教育課程
を開始することとしています。

2

　令和７年３月に策定しました「県立高等学校振興再編計画」（令和７年度～令
和14年度）では、県立高等学校33校（分校を含む。）を地域や課程・学科等によ
り５つのグループに分類した上で、学校規模の目安と、本計画期間中において再
編等を検討する場合の基準を示しています。
　当該計画では、例えば産業系の専門高校（グループＤ）においては、各産業分
野別の専門知識や技術を習得するための研究や実習を進めていく上で一定の学校
規模が必要であることから、学校規模の目安を１学年２学級～６学級とし、各学
科・専攻の入学者数が３年連続して入学定員の３分の１未満となった場合、学科
等の再編を進めることとしています。
　高知市・南国市の学校（グループＡ）や地域の拠点校（グループＢ）、中山間
地域等の小規模校（グループＣ）、定時制・通信制の学校（グループＥ）につい
ても、それぞれ学校規模の目安や再編等を検討する場合の基準を示しており、併
せて、各高等学校における教育活動の魅力・特色を明確にするため、期待される
社会的役割等を示したスクール・ミッションをグループ別・学校別に定めた上
で、学校のさらなる魅力化・特色化に取り組んでいるところです。
　当該計画の実施に当たっては、前期（令和７年度～令和10年度）と後期（令和
11年度～令和14年度）に取り組む内容をそれぞれ示した上で実施することとして
おり、前期実施計画の最終年度である令和10年度には、入学者数等の状況をもと
に、後期実施計画の策定に向けて、学校の適切な配置等についてさらに検討して
いくこととしています。

高知県立高等学校の分校並びに課程、学科及び科の設置に関する規則の一部を改正する規則へのご意見に対する考え方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県教育委員会事務局高等学校振興課・高等学校課

１　意見公募期間：令和８年２月16日（月）から令和８年３月17日（火）

２　ホームページ閲覧数：２８２

３　意見提出　：計２件（個人１名）

ご意見の概要

１　入学定員に関すること

　今回の高知東工業・須崎総合・幡多農業・宿毛工業の学科改編が何を目的と
して行われるのか明確な意図が分かりません。もしも、受験者数の増加を見込
むということであれば、時間や労力を費やしてやるだけ「無駄」と言うほかあ
りません。令和８年度入試において、全日制だけでもＡ日程の募集定員４３７
２名に対して３１５８名の志望者しかいない状況なのに、学科改編をしたとし
ても志願者が増えるとは考えられません。小手先で定員数を削ったとしても効
果が得られる訳がありません。

２　学校の振興や再編に関すること

　本当に中山間の学校に生徒を呼び込み、教育の質を向上させるためには第一
に高知市内周辺の県立高校の統廃合を行うことです。その上で、中山間の学校
もスリム化を図り、生徒や保護者が望み、高知県の発展にも繋がる学校運営を
図る事ではないでしょうか。
　そのためには、高知農業と高知東工業の統合（農業のＩＣＴ化に対応）、岡
豊と高知東の統廃合に併せて北高校の廃止（機能と人材の集約化）、伊野商業
と春野と高岡の統廃合（農業にビジネスの要素を加味）程度の改革を進めたう
えで、店晒しとなっている窪川と四万十の合併、新たに宿毛と宿毛工業の合併
を行う。そして各高校の定員と学科の内容を見直すようにしなければならない
と考えます。
　また、山田と佐川についても地元自治体（香美市・佐川町など）からの進学
率が低い事は従来から指摘されています。それを言い換えれば、「地元から必
要とされていない」ということです。であるならば、熱心に県立高校を存続さ
せようと努力している自治体のためにも廃止を検討すべきではないかと考えま
す。
　現在の状況において、最も被害を受けているのは未来ある子どもたちです。
適正な競争を経験することなく進学がかなう状況では、今重要とされている
「一生学び続ける」という姿勢を身につけることなく大人になってしまうので
す。
　この１０年ほど止まったままの時計の針（振興・再編）をしっかりと進めて
ください。

参考資料４
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